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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膀胱から尿道を通る尿流をコントロールするための尿道バルブシステムであって、
　　Ａ．　体内に配置され、膨張により尿流を妨げるバルブバルーンであって、収縮して
体内に留まり、尿がバルブバルーンの周りを通って尿道へと流れることを許容するバルブ
バルーンと、
　　Ｂ．　第１の端部で前記バルブバルーンに接続され、尿道を通って延びるカテーテル
であって、前記バルブバルーンを膨張または収縮させる際に、体外から前記バルブバルー
ンへのアクセスを提供するカテーテルと
　を含む、尿道バルブシステム。
【請求項２】
　前記バルブバルーンは膀胱内に配置される、請求項１に記載の尿道バルブシステム。
【請求項３】
　膀胱内に配置され、前記尿道バルブシステムを尿流に逆らう位置に留めておく固定バル
ーンをさらに含み、該固定バルーンは、前記バルブバルーンを収容する内部導管を有する
、請求項２に記載の尿道バルブシステム。
【請求項４】
　前記バルブバルーンは、該バルブバルーンを尿流に逆らって膀胱内に留めておくような
形に収縮する、請求項２に記載の尿道バルブシステム。
【請求項５】
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　収縮した前記バルブバルーンを尿流に逆らって膀胱内に留めておくための可撓性係留機
構をさらに含む、請求項２に記載の尿道バルブシステム。
【請求項６】
　前記係留機構は、前記バルブバルーンの基部から膀胱の内壁に沿って延びる１以上の可
撓性フィンガを有する、請求項５に記載の尿道バルブシステム。
【請求項７】
　前記カテーテルの第２の端部にチェックバルブをさらに有し、該チェックバルブは開放
により前記バルブバルーン内への物質の導入を許容して該バルブバルーンを膨張させ、閉
鎖により該物質を収容し、再度の開放により該バルブバルーン内に収容された物質を解放
して該バルブバルーンを収縮させる、請求項１に記載の尿道バルブシステム。
【請求項８】
　i.　前記バルブバルーンは尿道内に配置され、
　ii. 前記バルブシステムは固定バルーンをさらに有し、
　前記固定バルーンは膀胱内に配置され、前記バルブバルーンを尿流に逆らう位置に留め
ておく、請求項１に記載の尿道バルブシステム。
【請求項９】
　前記尿道バルブシステムは、前記カテーテルの第２の端部にチェックバルブをさらに有
し、該チェックバルブは開放により前記バルブバルーン内への物質の導入を許容して該バ
ルブバルーンを膨張させ、また閉鎖により該物質を収容し、該チェックバルブは再度の開
放により該バルブバルーン内に収容された物質を解放し、前記バルブバルーンを収縮させ
る、請求項８に記載の尿道バルブシステム。
【請求項１０】
　収縮した前記バルブバルーンを尿流に逆らって体内に留めておくための係留機構をさら
に含む、請求項１に記載の尿道バルブシステム。
【請求項１１】
　前記係留機構は可能撓性である、請求項１０に記載の尿道バルブシステム。
【請求項１２】
　i.　前記バルブバルーンは尿道内に配置され、
　ii. 前記バルブシステムは、前記バルブバルーンを尿流に逆らう位置に留めておくため
の係留機構をさらに含む、請求項１に記載の尿道バルブシステム。
【請求項１３】
　前記係留機構は膀胱内に配置される、請求項１２に記載の尿道バルブシステム。
【請求項１４】
　失禁用装置であって、
　　Ａ．　収縮状態および膨張状態を有するバルーンであって、体内に配置され、膨張状
態にあるときは尿流を妨げ、収縮状態にあるときは、尿が該バルーンの周りを通って流れ
、体外に排出されることを許容する位置に留まるバルーンと、
　　Ｂ．　第１の端部および第２の端部を有するカテーテルであって、前記第１の端部で
前記バルーンに接続され、体外にある前記第２の端部から前記バルーンへのアクセスを提
供するカテーテルと、
　　Ｃ．前記バルーンが前記収縮状態にあるときに、該バルーンおよび前記カテーテルを
尿道を通じて体内に挿入するための反転機構と
　を含み、前記反転機構により前記バルーンを体内に配置した後、該バルーンを膨張させ
るために、前記カテーテルを通じて前記バルーン内に物質が導入される、失禁用装置。
【請求項１５】
　前記カテーテルの第２の端部にチェックバルブをさらに有し、該チェックバルブは開放
により前記バルーン内への物質の導入を許容して該バルーンを膨張させ、閉鎖により該物
質を収容し、再度の開放により該バルーン内に収容された物質を解放し、該バルーンを収
縮させる、請求項１４に記載の失禁用装置。
【請求項１６】
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　膀胱から尿道を通る尿流をコントロールするための尿道バルブシステムであって、
　　Ａ．　膨張により尿流を妨げるバルブバルーンであって、収縮して体内に留まり、尿
がバルブバルーンの周りを通って尿道へと流れることを許容するバルブバルーンと、
　　Ｂ．　尿道を通って延び、第１の端部で前記バルブバルーンに接続されたカテーテル
であって、前記バルブバルーンを膨張または収縮させる際に体外から前記バルブバルーン
へのアクセスを提供し、尿が尿道を通って流れるときにその尿がカテーテルの周りを通っ
て流れるように構成されたカテーテルと
　を含む、尿道バルブシステム。
【請求項１７】
　前記カテーテルの第２の端部にチェックバルブをさらに有し、該チェックバルブは開放
により前記バルブバルーン内への物質の導入を許容して該バルブバルーンを膨張させ、閉
鎖により該物質を収容し、再度の開放により該バルブバルーン内に収容された物質を解放
して該バルブバルーンを収縮させる、請求項１６に記載の尿道バルブシステム。
【請求項１８】
　前記バルブバルーンは膀胱内に配置される、請求項１７に記載の尿道バルブシステム。
【請求項１９】
　膀胱内に配置され、前記尿道バルブシステムを尿流に逆らう位置に留めておく固定バル
ーンをさらに含み、該固定バルーンは、前記バルブバルーンを収容する内部導管を有する
、請求項１８に記載の尿道バルブシステム。
【請求項２０】
　前記バルブバルーンは、該バルブバルーンを尿流に逆らって膀胱内に留めておくような
形に収縮する、請求項１８に記載の尿道バルブシステム。
【請求項２１】
　収縮した前記バルブバルーンを尿流に逆らって膀胱内に留めておくための可撓性係留機
構をさらに含む、請求項１８に記載の尿道バルブシステム。
【請求項２２】
　前記係留機構は、前記バルブバルーンの基部から膀胱の内壁に沿って延びる１以上の可
撓性フィンガを有する、請求項２１に記載の尿道バルブシステム。
【請求項２３】
　i.　前記バルブバルーンは尿道内に配置され、
　ii. 前記バルブシステムは固定バルーンをさらに有し、
　前記固定バルーンは膀胱内に配置され、前記バルブバルーンを尿流に逆らう位置に留め
ておく、請求項１７に記載の尿道バルブシステム。
【請求項２４】
　Ａ．　膀胱内に配置され、排尿の抑制および尿の排出の際にそのままの位置に留まり、
膀胱から尿道へと尿を流すための導管を有する固定バルーンと、
　Ｂ．　前記導管内に配置され、第１の状態および第２の状態を有するバルブバルーンで
あって、第１の状態にあるときは前記導管および尿道を流れる尿流を阻止し、第２の状態
にあるときは、尿が該バルブバルーンの周りを通り、前記導管および尿道を通って流れる
ことを許容するバルブバルーンと
　を含む、失禁用装置。
【請求項２５】
　前記第１の状態は膨張状態であり、前記第２の状態は収縮状態である、請求項２４に記
載の失禁用装置。
【請求項２６】
　前記バルブバルーンは、前記第１の状態にあるときは第１の位置にあり、尿流から前記
導管をシールし、第２の状態にあるときは前記導管をシールせず、尿が該バルブバルーン
の周りを通り、前記導管および尿道を通って流れることを許容する、請求項２４に記載の
失禁用装置。
【請求項２７】
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　体外から前記固定バルーンへのアクセスを提供するカテーテルであって、前記固定バル
ーンを体内から除去する際には該固定バルーンを収縮させ、前記固定バルーンを体内に維
持する際には該固定バルーンを膨張させることが可能なカテーテルをさらに含む、請求項
２４に記載の失禁用装置。
【請求項２８】
　体外から前記バルブバルーンへのアクセスを提供するカテーテルであって、尿の排出の
際には前記バルブバルーンを前記第１の状態から前記第２の状態へ繰り返し移行させ、排
尿の抑制の際には前記第２の状態から前記第１の状態へ繰り返し移行させることが可能な
カテーテルをさらに含む、請求項２５に記載の失禁用装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の分野
本発明は一般に失禁をコントロールするための装置に関し、より詳細には尿道バルブに関
する。
【０００２】
発明の背景
多くの人々、特に多くの女性にとって、失禁は深刻な問題である。漏れた尿をとらえるた
めに大人用おむつを使用し、またあるいは、自制をもたらすために尿道プラグ又はバルブ
を使用できる。尿道プラグ及びバルブは尿流を妨げるために尿道内に置かれる。排尿する
ためにはプラグを尿道から取り外す。バルブは、適所に留まり、開放されると尿がバルブ
を通って流れ、身体の外に排出される。
【０００３】
尿道プラグは１度使用されると捨てられる。膀胱が空になった後、自制を再び得るために
新しいプラグを挿入しなければならない。長期にわたりプラグの挿入と取り外しを繰り返
すと、尿道内膜が炎症を起こす場合がある。
【０００４】
プラグが挿入される都度、尿道口及び尿道の末梢部から尿道の基部へとバクテリアが運び
込まれる。バクテリアは、特にもし内膜が炎症を起こしている場合には尿道に感染し得る
。バクテリアは、さらには上へと移動して膀胱に感染するであろう。
【０００５】
尿道バルブは尿道内に幾日かの間留置される。典型的なバルブは、バルブを開くための機
構が使用者にとってアクセス可能な位置である、身体の外側まで尿道を通って延伸してい
る。従って、バルブは尿道口及び尿道末梢部から尿道基部及び膀胱までバクテリアが移動
する経路を提供する。さらに、バルブの尿道への挿入はしばしば尿道口に炎症を起こして
、バクテリアの成長を促進する。
【０００６】
発明の概要
改善された尿道バルブシステムはバルブバルーンを備えており、このバルーンは、膨張に
よって自制を与え、かつ、ある態様においては収縮して尿がバルーンを迂回して流れるこ
とを許容する。小径のカテーテルがバルーンに取り付けられ、尿道を介して延び、身体の
外部からバルーンまでのアクセスを提供する。バルーンの周囲を尿が迂回して流れる際、
尿もカテーテルの周囲及び尿道を通って流れ、尿道口を介して身体の外に排出される。尿
はバルブバルーン、カテーテル及び尿道からバクテリアを清浄し、これにより感染を最小
限にする。また他の態様においては、バルーンは放尿中も膨張状態とされ、膀胱の頚部を
通る尿流をふさぐ位置から、バルーンの周囲から膀胱頚部外へ、そしてカテーテル周囲及
び尿道を経て尿が流れる位置に移動される。
【０００７】
本発明のバルブシステムは、尿流によってシステムが身体から抜けるのを防ぐために膀胱
内に固定(anchored)してもよい。固定装置は例えばバルーンであってよく、これは自制を
提供する前述のバルーンと同じものでも、第２のバルーンであってもよい。単独のバルー
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ンをシステムの固定と自制の提供の両方に使用する場合、バルーンは尿流に逆らって膀胱
内に保持されるような形に収縮するのがよい。あるいは、システムが、しぼんだバルーン
を膀胱内に保持するための、例えば、バルーンの基部から膀胱の頚部を越えて延伸するラ
バーフィンガ(rubber fingers)等の機械的手段を備えていてもよい。
【０００８】
代わりに、バルブバルーンを、収縮したバルブバルーンを排尿の間適所に留めておくため
に膀胱内に配置した固定機構とともに、尿道内に配置してもよい。
【０００９】
カテーテルはバルブバルーンから身体の外側まで尿道を介して延び、使用者がアクセスで
きる端部にチェックバルブを備えている。バルーンを膨張させるために、使用者はチェッ
クバルブにバルーンを膨張させるために空気や水などの液体を供給する小さなポンプを取
り付ける。バルーンをしぼませるためには、使用者がバルーンから水や空気が排出される
ようにチェックバルブを操作する。カテーテルは小径であるが、これは尿がその中を通過
するのではなく周囲を流れるからである。
【００１０】
本発明のバルブシステムは、バルブ及び／又は固定バルーンを、炎症を起こさせることな
く身体に送り込むことを可能にするような外転機構を備えているのが好ましい。尿道内膜
の炎症を防ぐために、尿道を介したバルーンの通り道を得るために外転させた膜を巻き出
す。外転機構は、尿道口及び尿道末梢部から尿道基部及び膀胱内へバクテリアが引き込ま
れることをも防止する。
【００１１】
例示的実施態様の詳細な説明
図１Ａ及び図１Ｂを参照すると、尿道バルブシステム10は、膀胱からの尿流を妨げるため
に膀胱100内に配置されたバルブバルーン12を備えている。バルーン12の直径は、膀胱100
の頚部101を本質的にシールして膀胱から尿が流れ出るのを妨げるのに十分な大きさでな
ければならない。小径のカテーテル14がバルーン12に取付けられ、尿道102を通り、かつ
、尿道口104を越えて延伸している。バルーン12を膨張させるために使用される空気や水
などの物質をシステム内に保持しておくために閉じられるチェックバルブ16が尿道口104
の若干下方に延びている。ポンプ18は、チェックバルブ16に取り外し可能なように取り付
けられ、例えば水などをシステムに供給する。バルーンを膨張させると、図１Ａに表され
ているように、バルーンが自制を与える。
【００１２】
放尿するためには、使用者がチェックバルブ16を介してバルーン12をしぼませる。図１Ｂ
の矢印で示されているように、バルーン12がしぼむと、バルーンの周囲、膀胱100の頚部1
01、尿道102及びカテーテルの周囲を通って尿が流れて尿道口104から排出される。尿流は
、身体が自然に尿道を清浄するのと同じように、バルーン12及びカテーテル14のバクテリ
アを清浄し、それにより、上方に移動するバクテリアによる感染を最小限にする。
【００１３】
バルーン12及びカテーテル14は、コロニー形成防止のために、抗菌コーティングで被覆さ
れていてもよい。
【００１４】
図１Ｂに示されるように、ポンプ18は、バルーン12を再膨張させるのに使用するために水
を捕捉してそこに保っておく。代わりに、使用者が水をシステム10から放出し、バルーン
を再膨張するのに新鮮な水を使用してもよい。
【００１５】
バルーンは、膀胱内への挿入及び取り外しのために収縮される。一旦収縮されると、カテ
ーテル14をやさしく引いてバルーンを取り去る。
【００１６】
システム10及びバクテリア両方の上方への移動からさらに防護するために、頚部用カラー
20(meatal collar 20)をチェックバルブ16の少し上に配置してもよい。さらに、頚部用カ
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ラー20は、他のシステムの構成要素と同様に、コロニー形成防止のために抗菌コーティン
グで被覆されていてもよい。
【００１７】
バルーン12及びカテーテル14はシリコーンなどの膨張可能で反応性のない材料で作製する
ことができる。カテーテル14は、尿がカテーテル内でなく、その周囲を流れるので、小径
を有している。
【００１８】
図２Ａ及び図２Ｂは尿道バルブシステムの第２の実施態様を説明している。この実施態様
において、バルブバルーン12は第２の、即ち固定バルーン22に装着され、これはバルブバ
ルーンを膀胱100内に係留するためにシステムに含まれる。固定バルーンは、システムが
尿流によって膀胱から引き抜かれることはないということを確実にするために、膨張した
状態ではその直径が膀胱100の頚部101よりも大きい。固定バルーン22は、バルブバルーン
12を収容するための導管24(channel 24)を備える。バルブバルーンは、例えば、尿がそこ
を通って簡単に流れることができるウェブ(webbing)（図示せず）などで固定バルーンに
取り付けてもよい。
【００１９】
バルブバルーン12を膨張させると、導管24がシールされて自制が与えられる。バルブバル
ーンを収縮させると、図２Ｂで示されるように、導管24が開いて導管を通ってバルブバル
ーン12の周囲を尿が流れる。固定バルーンは、放尿の間膨張された状態のままであり、尿
流に逆らい適所でシステムを支える。上述のように、尿流はバルーン12及びカテーテル14
からバクテリアを清浄し、尿道口104及び尿道の末梢部と接触するようになる。清浄によ
りバクテリアの上方への移動を最小限にする。
【００２０】
図３Ａから図３Ｄには尿道バルブシステムの第３の実施態様が示されている。この実施態
様においては、バルブバルーン12は係留機構として働く。従って、固定バルーン22（図２
Ａ）は必要ない。この実施態様では、バルブバルーン12は、少なくとも１つの細長い腕30
を含む形状12bあるいは12cの形にしぼむ。従って尿は、腕30の周囲、膀胱100の頚部101、
カテーテル14、尿道102を通って流れ、尿道口104から尿を排出することができる。
【００２１】
腕30は、膀胱100の頚部101の幅よりも長い全長を有し、これにより腕30はバルーン12を尿
流に逆らって膀胱内に保持する。腕30はまた、カテーテル14を優しく引いてバルーンを膀
胱から取り去ることができるように可撓性である。
【００２２】
図４を参照すると、尿道バルブシステムの第４の実施態様は、バルーン12の基部42を外側
へ引き伸ばす、可撓性の固定用タブ40を備えている。バルーン12をしぼませると、タブ40
は膀胱100の頚部101の適所でバルーンを支える。それから、バルーン及びタブの周囲を尿
が流れて膀胱の外に排出され、カテーテル14の周囲及び尿道を通って、さらに尿道口を経
て身体の外に排出される。
【００２３】
図５においては、使用者がバルブバルーン12を膀胱の頚部101から取り去ることができる
ように、カテーテル14がいくぶん強化されている。これにより、尿は膀胱100の頚部から
排出され、尿道を通って流れることができる。バルブバルーン12を再び膀胱頚部に置くた
めには、使用者はカテーテル14を優しく引っ張る。
【００２４】
図６及び図７に示されているとおり、バルブバルーン12は尿道102内に配置してもよい。
バルブバルーン12を膨張させると、尿道内で尿流を妨げることによって自制がもたらされ
る。バルーン12をしぼませると、尿がバルーン及び取り付けられたカテーテル14の周囲、
尿道102の末梢部を通って流れ、尿道口104を経て身体の外へ排出される。
【００２５】
システムを尿流に逆らう適所に保持するために、様々なタイプの固定装置を使用してもよ
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い。例えば、図６に示されるように、第２のバルーン60を膀胱内に配置することができる
。あるいはまた、システムを係留するために、図７に示されるように、挿入されると膀胱
100内で広げられるような折りたたみ可能な腕70を使用することもできる。
【００２６】
図８には外転機構80が示されており、これはバルブシステム10（図１から図７）を尿道内
を介して身体内に導入するために使用することができる。外転機構80は、例えばチューブ
などの導入デバイス82を備えており、使用者はこれをストップ81のところまで、尿道102
の末梢部内へ挿入する。チューブは、一端がストップにより支えられた外転膜84を有する
。膜84は、前進デバイス86が尿道内中へより深く押し込まれると、点線で示されるように
巻き出される。展開された膜86は、尿道内膜と接触することなく、そこを通ってバルブシ
ステムを挿入することのできる経路を与える。システムが完全に挿入された後、膜84は身
体から取り除かれる。
【００２７】
膜が巻き出される際、膜84と尿道壁との間に相対的な動きは本質的に存在しない。従って
、膜の挿入、あるいは膜を経るバルブシステムの導入による尿道内膜の炎症は起こらない
。
【００２８】
さらには、尿道内膜と接触する膜の表面は尿道の末梢部とは接触しない。従って、バクテ
リアが、膜、あるいは膜を介して導入されるバルブシステムによって、尿道末梢部から尿
道内深部、又は膀胱内へ運ばれることはない。
【００２９】
前述の説明は、本発明の特定の実施態様に限ったものであった。しかしながら、本発明の
１部あるいは全部の利点を達成しつつ、本発明に対して様々な変形及び変更をなし得るこ
とは明らかであろう。従って、付属のクレームの目的は、本発明の真の思想及び範囲内に
包含されるものとして、こうした変形及び変更の全てを網羅することにある。
【図面の簡単な説明】
本発明の説明で参照する添付の図面を以下に簡単に説明する。
【図１Ａ】　自制を提供する本発明に従って構成された尿道バルブシステムの第１の実施
態様の図である。
【図１Ｂ】　放尿させている尿道バルブシステムの第１の実施態様の図である。
【図２Ａ】　本発明に従って構成された尿道バルブシステムの第２の実施態様の図である
。
【図２Ｂ】　放尿させている尿道バルブシステムの第２の実施態様の図である。
【図３Ａ】　本発明に従って構成された尿道バルブシステムの第３の実施態様の図である
。
【図３Ｂ】　放尿させている尿道バルブシステムの第３の実施態様の図である。
【図３Ｃ及び図３Ｄ】　図３Ｂのシステムの構成要素の上面図である。
【図４Ａ】　本発明に従って構成された尿道バルブシステムの第４の実施態様の図である
。
【図４Ｂ】　放尿させている尿道バルブシステムの第４の実施態様の図である。
【図５Ａ】　本発明に従って構成された尿道バルブシステムの第５の実施態様の図である
。
【図５Ｂ】　放尿させている尿道バルブシステムの第５の実施態様の図である。
【図６Ａ】　本発明に従って構成された尿道バルブシステムの第６の実施態様の図である
。
【図６Ｂ】　放尿させている尿道バルブシステムの第６の実施態様の図である。
【図７】　放尿させている尿道バルブシステムの第７の実施態様の図である。
【図８】　図１～図７の尿道バルブシステムと共に使用することのできる外転機構の図で
ある。
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【図６Ａ】
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